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第２２１回三重県開発審査会 審議概要 

平成３１月３月１９日（火）１３時３０分～  三重県勤労者福祉会館 ２階会議室 
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 会  長 

 

 

 

 

  会  長 

 

 

 

 

 

 三 重 県 

 (処分庁) 

  

 会  長 

 

 会  長 

   

津  市 

 (処分庁) 

 

 会  長 

 

 会  長 

 委員の皆様におかれましては、年度末のお忙しい中ご出席いただき誠に

ありがとうございます。 

 ただいまから、第２２１回三重県開発審査会を開催いたします。 

 

 三重県開発審査会条例第４条第２項の規定により会長及び３人以上の委

員が出席しなければ会議を開くことができないとされています。本日は２

名欠席ですが、会長及び４人の委員が出席していただいておりますので、

本日の審査会は成立することを報告させていただきます。 

  

 本日ご審議いただきますのは包括議決案件が三重県２８件、津市８件、

桑名市８件、鈴鹿市１７件です。なお、本審査案件は、三重県１件、津市

１件、桑名市１件、鈴鹿市１件ございます。 

  

審議については、「三重県開発審査会の公開に関する方針」により、包

括議決案件及び個人、法人情報に当たらない鈴鹿市の本審査案件が公開と

なります。 

本日の傍聴者は、お見えにならないということを報告させていただきま

す。 

 

それでは、条例第４条第１項により会長が議長となるとされていますの

で、ここからの議事進行を会長にお願いしたいと思います。会長、よろし

くお願いいたします。 

 

 まず、前回、第２２０回開発審査会の議事録及び審議概要のご確認をお

願いします。 

 事前にご確認いただいているかと思いますが、なにか修正等はござい

ますでしょうか。 

 

 それでは、修正等がないということで、これにて第２２０回開発審査会

の議事録及び審議概要を確定したいと存じます。 

 

次に包括議決案件について、まずは三重県分からご説明をお願いします

。 

 

 （包括議決案件 ２８件の報告） 

 

 

 ご質問等ございませんでしょうか。 

 

 それでは、次に津市分の説明をお願いします。 

 

（包括議決案件 ８件の報告） 

 

 

 ご質問等ございませんでしょうか。 

 

 それでは、次に桑名市分の説明をお願いします。 
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  桑 名 市 

 (処分庁) 

 

 会  長 

 

 会  長 

 

  鈴 鹿 市 

 (処分庁) 

 

 会  長 

 

 会  長 

 

 

 

 

 

 

  

 鈴 鹿 市 

 （処分庁） 

 

 会  長 

 

 委  員 

 

 

 

 

 

 

 

鈴 鹿 市 

 （処分庁） 

 

 

 

 

 委  員 

 

 

 

鈴 鹿 市 

 （処分庁） 

 

 委  員 

 

 

 

 （包括議決案件 ８件の報告） 

 

 

 ご質問等ございませんでしょうか。 

 

 それでは、次に鈴鹿市分の説明をお願いします。 

 

（包括議決案件 １７件の報告） 

 

 

 ご質問等ございませんでしょうか。 

 

 それでは、三重県２８件、津市８件、桑名市８件、鈴鹿市１７件の包括

議決案件の報告を終了します。 

 

次に今回は本審査案件が三重県、津市、桑名市及び鈴鹿市において、そ

れぞれ１件ずつございます。三重県開発審査会では、市町が申請者の場合

は、会議を公開で行うものとしておりますので、まず最初に鈴鹿市の本審

査案件、「議案鈴第１６６５号」の説明からお願いします。 

 

 （本審査案件 議案鈴第１６６５号について説明） 

 

 

本審査案件につきまして、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

 

 この施設は、地域の防災拠点になるということですが、位置的に川が、

中ノ川が通っている。これが氾濫するリスクがないかということが１点。 

 あと１点は、配置のところで、公園の緑地の位置ですが、中勢バイパス

よりで、集落とは反対側のところに設けられていて、一般の住民が利用す

るということになると裏側となりあまりアクセスがよくない。そういう場

所に設定されているので、その考え方について教えていただければと思い

ます。 

 

まず、１点目のご指摘がありました河川の近くであるということですが

、今回、事業認定を受けるにあたって、そのあたりも確認してまして、災

害時の浸水想定エリアに基づいて調査したところ、この地域は浸水想定エ

リア外ということになっていて、氾濫時にも安全な場所であるということ

で、こちらの事業地を選んでいる、選定理由になっています。 

 

昨今の異常気象とかもありますが、そのようなリスクも考慮されてとい

うことで、特に盛土などはされない、そういうことも対応はされていると

いうことですか。 

 

現状から地盤は盛土してあげる計画になっていますが、それらを加味し

た上で問題ないと判断しています。 

 

堤防の整備状況や老朽化等においても問題もないということでよかった

ですか。 
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鈴 鹿 市 

 （処分庁） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委  員 

 

 

 

 

 

 

鈴 鹿 市 

 （処分庁） 

 

会  長 

 

 

三 重 県 

 （事務局） 

 

 

会  長 

 

 

   

はい、それらも考慮した上での計画となっています。 

 

次に公園につきましては、利用者の利便性についても考えた上で配置を

検討していったところですが、まず、第一に消防施設の建物の位置ですが

、なるべく必要最低限の土地利用の中で、駐車スペース、建物スペース、

訓練スペースを有効に使うということが１点。この周囲、集落が西側にあ

りますが、基本的には周辺農地ではあるんですが、騒音関係で、地元の方

々から、救急車両の出庫の際のサイレン音についてはできるかぎり配慮し

てほしいという声を多数いただいており、その結果、西側の集落にできる

だけ近づけて、かつ、出庫の方向、背を向けて建物を配置しています。結

果的に建物西側から東側の幹線道路に向かって緊急車両が出庫するという

配置にしています。 

 複合施設についても、消防、消防分団車庫の建物に近づいてしまうと、

子育て支援センターということで、乳児の方もみえるため、なるべく緊急

車両の出庫時の音に対して配慮するという計画で検討させていただいたと

ころ、建物の配置が現在の計画になったと認識しています。その中で、洪

水調整池が自然流下でポンプアップ等せず、そのまま流末の水路に適正に

流すということで、配置としても北側になってきたという経緯があります

。その中で公園が、法定で３％と定められていますがどちらに配置するか

検討した結果、この位置に皆様にご利用していただければと計画させてい

ただいたところです。 

 

優先順位からすると、公園緑地が一番低かったということですかね。こ

れから公園緑地がどういう風に整備していくかは、もっと市民の利便性を

考えた上で、具体的な整備を考えてほしい。緑地といっても何もないとい

うことではなく、市民が利用しやすいようなそういう緑地として整備して

ほしい。そのためには、前面の西側の道路からちゃんと公園にアクセスで

きるように考えてほしい。 

 

今後とも、検討していきます。 

 

 

他にご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

本日欠席の委員の意見を、事務局から報告してください。 

 

 この議案について事前に説明をさせていただいたところ、本日欠席の委

員からは特にご意見はございませんでした。 

 

 

 それでは、緑地帯の件につきましては市の方でさらに検討することをお

願いしますが、本審査案件議案鈴第１６５５号につきましては、異議なし

とします。 

   

  

  

 

※これより先は、個人及び法人の許可申請に係る妥当性及び適合性を審査するものであり、

個人情報及び法人の利益に関する情報が含まれる事項について取り扱うものであること

から、三重県情報公開条例第２７条第１号の規定に基づき、非公開として取り扱っていま
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す。 

  ※都市計画法第２９条第１項の規定に基づく開発行為許可申請に関する議案 

・申請地：松阪市内 

・建築物の用途：住宅型有料老人ホーム、診療所 

・意見や質問は、特になし 

 

  ※都市計画法第４３条第１項の規定に基づく建築許可申請に関する議案 

・申請地：津市内 

・建築物の用途：住宅型有料老人ホーム（サービス付高齢者向け住宅） 

        併設老人デイサービスセンター 

・主な意見や質問は、次のとおりでした。 

文章の体裁について 

定員増に伴うスタッフ数について 

 

※都市計画法第４２条第１項ただし書きの規定に基づく予定建築物以外の建築等許可

申請に関する議案 

・申請地：桑名市内 

・建築物の用途：物流施設（大規模な流通業務施設）、食品加工工場（野菜加工） 

・主な意見や質問は、次のとおりでした。 

既存建築物の適格性及び今後の指導について 

          


